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　交付先である福岡市衛生連合会は、地域における健康づくり活動等を推進することにより、健康で文化的
な市民生活の増進に寄与することを目的とした団体であり、「市町村健康増進計画」において、地域の健康
づくりの推進の中心組織の１つとして、引き続き活動支援を行うこととしているものである。また、現状におい
て他に代替可能な団体はなく、今後も事業の推進に必要な経費を補助することで、事業の効果が十分に期
待されるため。

補助金の終期

【補助対象経費、補助金額の算定方法・考え方】
人件費、需用費（印刷消耗品費、通信運搬費、借上料、備品購入費等の事務的経費、衛生連合会役
員に対する費用弁償）、会議費、育成事業費（保健、健康づくりに関する各種大会、研修会等に派遣す
る経費、広報経費、保健衛生大会開催経費）、負担金、地区活動助成費（区衛生連合会が実施する地
域健康づくり活動推進事業助成費、区衛生連合会事務局職員雇用経費）、その他補助対象経費とす
ることが適当であると市長が認める経費
補助金は、毎年の実績・事業計画により、市の予算の範囲内で算定

令和10

終期を延長する
理由

交付状況等
【上段：交付件数】

【下段：決算】
（※１）

前年度

前年度補助事業
の主な実施概要

・各区衛生連合会の全市的な連絡調整（諸会議の開催）
・功労者表彰及び推薦（衛生連合会会長表彰、各種表彰制度への推薦、保健衛生大会の開催）
・各種団体との連絡調整（諸会議への参加）
・区衛生連合会への活動助成

当該年度

       補助金調書

交　付　先

（公募の場合）
応募要件

（非公募の場合）
非公募の理由

当該補助金の補助目的を達成し得る団体が限定されているため。

団体 福岡市衛生連合会 区分

保健医療局健康医療部地域保健課
（ＴＥＬ711-4374）

担当課
（連絡先）

補助金名 地域健康づくり活動推進事業補助金

（公募の場合）
公募時期

その他の補助金

交付先決定方法 非公募

29,200

1

交付対象経費及び
補助金の算定方法等

前々年度

補助開始年度

1

その他

年度

（間接補助の場合）
間接補助とする理由
及び再交付先への配

分基準、審査基準

 【間接補助の理由、再交付の配分基準・審査基準】
　市衛生連合会が市から交付された補助金の一部を、下位組織である各区衛生連合会へ地区活動助成費
として助成を行っており、事務負担の軽減につながっていることから間接補助としている。 地区活動助成費
は事業費と事務局職員雇用経費から成るが、いずれも当該年度の予算の範囲内で、各区へ事業費につい
ては総額の４割を均等割、６割を世帯割とするとともに、事務局職員雇用経費については、年間を通して１
人分までの助成を行うこととしている。 また、市から市衛生連合会へ補助金を交付する際には、各区衛生
連合会の事業計画の内容について精査を行っている。

補助金の目的
及び

補助対象事業

延長回数 4

※１：金額総額であり、複数の団体等に交付している場合、個々の団体等への交付額等を示すものではありま
せん。なお、当該年度は当初予算額を記載しております。また、前年度決算額について、補助額の確定が未了
のものは、交付件数および交付決定額を外数として（）書きで記載しております。

27,236

昭和47 55年度 年度

27,510

1

経過年数

27,151

　本補助金は、地域における保健、健康づくり活動等を推進することを目的としており、
この目的に沿って福岡市衛生連合会及び各区衛生連合会が実施する健康づくり活動
を補助対象事業として必要な経費を助成している。

回

補助金交付
による効果

　特定健診やがん検診の受診率向上、生活習慣病やロコモティブシンドロームの予防に資する
取組みなど、地域における住民主体の健康づくりの推進に寄与している。

前々々年度
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